
 

 

平成２７年第８回由布市農業委員会総会議事録 

１.日 時：平成２７年８月２７日（木）１４時００分 

２.場 所：挾間庁舎 ４階 大会議室 

 

３.出席委員 ３４名 

会   長 １７番 縣  次男 

副 会 長 ２３番 小野 七郎 

      ２５番 栗林 睦和 

  委 員 

１番大澤 英之 １１番廣瀨 啓治 ２１番衛藤 由澄 ３１番大塚 弘士 

２番加藤 正信 １２番田中真理子 ２２番佐藤 髙信 ３２番山月 憲昭 

３番佐藤有太郎 １３番佐藤 幸市 ２３番小野 七郎 ３３番甲斐 善馬 

   ４番利光 末子 １４番田中 俊行 ２４番佐藤 靖司 ３４番小山 豊康 

５番坂本 成一 １５番首藤 勝磨 ２５番栗林 睦和 ３５番後藤 義昭 

   ６番安部 義浩 １６番梅木 敏弘 ２６番二宮 正男 ３６番穴井 幸男 

７番佐藤 義男 １７番縣  次男 ２７番溝口 正剛 

   ８番吉廣 順一 １８番加藤 康男 ２８番庄野  誉 

９番後藤 慶子 １９番佐藤 邦政 ２９番佐藤 圭介 

１０番佐藤 勝規 ２０番那須 紀子 ３０番佐藤千代信 

 

４.欠席委員 

 １３番佐藤 幸市 ２５番栗林 睦和 

 

５.議事日程 

(1)出席確認及び行事報告（事務局長） 

(2)会長挨拶 

(3)議  事 

①農地法１８条の規定による合意解約通知の報告 

②農用地利用集積計画（貸借権設定）の審議 

③農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請の審議 

④農地法第４条の規定による許可申請の審議 

⑤農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請の審議 

⑥非農地証明の発行の審議 

⑦農地保有合理化事業による権利の移動の審議 

(4)その他 

 法改正について 

 

６.農業委員会事務局職員 

  事務局長 須藤啓司、次長 後藤義一、次長 日野正美、主幹 大嶋陽一 

 

７.会議の概要 

事務局次長 配布資料の確認について 



 

 

事務局長  行事報告 連絡事項 

出席者報告 出席委員３６名中、３４名の出席となります。会議規則第８条により総会

が成立していることを報告します。 

 

会長挨拶 

  

議  長 

  それでは本日の会議を開きます。お諮りします。会議は本日一日間といたしたいと思い

ますが、これに異議はございませんか。 

（異議なし） 

異議なしと認めます。したがって会議は本日１日間と決定しました。 

次に会議録署名人の２名を指名します。本日の会議録署名委員は、議席番号「５番坂本

成一」委員さんと「６番安部義浩」委員さんの２名にお願いします。よろしくお願いしま

す。 

 次に採決についてお諮りします。これから採決します日程第１から第７までのすべての

件は、会議規則第１４条により挙手をもって採決したいと思いますが、ご異議はありま

せんか。 

（異議なし） 

 異議なしと認めます。それでは、只今より会議規則第７条による議案審議を行います。 

 それから、農業委員会会議規則第１２条により議事参与制限を受ける委員さんは、退席

をすることとなっていますのでよろしくお願いします。 

 

〇日程１「農地法第１８条の規定による合意解約通知の報告について」 

（議案１号～３号 ３件） 

議   長 

 日程１、農地法第１８条の規定による合意解約通知の報告について事務局より説明をお

願いします。 

 

事 務 局 

 日程１、農地法第１８条の規定による合意解約通知の報告について議案朗読説明 

 

議   長 

 議案１から３号につきましては、報告ということで了承いただきたいと思います。 

 

〇日程２「農用地利用集積計画の決定について」         (議４号 １件) 

議   長 

 日程２、農地利用集積計画の決定について事務局説明お願いします。 

 

事 務 局 

 日程２、農地利用集積計画の決定について議案朗読説明。 

 議案４号は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えま

す。 

 



 

 

議   長 

 議案４号は、継続設定の案件です。 

 質疑を受けます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 承認される委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により承認します。 

 

〇日程３「農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について」 

(議案５号～６号 ２件) 

議   長 

 日程３、農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について、２件あります。事

務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 日程３、農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について議案朗読説明。 

 議案５号から６号は、農地法第３条第２項の各号には該当しないため、許可要件をすべ

て満たしていると考えます。 

 

議   長 

 議案５号について、議席番号２４番佐藤 靖司委員より説明をお願いします。 

 

２４番佐藤 靖司委員 

 この畑については、庄内町小松寮の一角にある畑です。受人の大塚さんは梨園をしてお

りまして、今は苗の仕立て方が随分と変わってきたそうですが、梨の苗を作るためにこの

畑を譲り受けたいということのようです。生育園ということで育てて、その後に苗を園へ

移植すると言うことです。梨園も手広く経営しており問題はないと思います。 

 

議   長 

 質疑を受けます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

  （ありません。） 

 承認される委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により承認します。 

 

 議案６号について、議席番号１番大澤 英之委員より説明をお願いします。 

 

１番大澤 英之委員 

 小野尚雄さんと弘文さんは、義理の兄弟になるそうです。昔、小野弘文さんの妹さん

が嫁に行くときに化粧代として持たせたものだそうです。妹さんも既に亡くなってお

り、大分に住んでいる尚雄さんも農業をしたことがないということで、あとの管理をど

うしようかということで弘文さんへ譲り渡すことになったそうです。何ら問題はないと

思います。 



 

 

議   長 

 質疑を受けます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

  （ありません。） 

 承認される委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により承認します。 

 

〇日程４「農地法第４条の規定による許可申請について」     （議案７号 １件） 

議   長 

 日程４、農地法第４条の規定による許可申請について、１件あります。事務局より説

明をお願いします。 

 

事 務 局 

 日程４，農地法第４条の規定による許可申請の審議について議案朗読説明 

 議案７号の農地区分は、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象になっていない小

集団の生産性の低い農地であり、第２種農地と判断され、問題ないと考えます。 

  

議   長 

 議案７号について、議席番号３３番甲斐 善馬委員より説明をお願いします。 

 

３３番甲斐 善馬委員 

 位置図は１ページから３ページですが、これは平成１７年頃の県道の新設に伴いまして

市道も新設したんですが、周りは庄内町が買ってますが、この７２㎡は河村さんの土地で

ありますが、一緒に舗装して駐車場にしようということになったようでございます。始末

書もでておりまして、畑としての利用価値はないようにありましたので、問題はないと思

います。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により許可相当と認めます。 

 

〇日程５「農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について」 

                    （議案８号～１５号 ８件） 

 

議   長 

 日程５、農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について、８件あります。

事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 日程５、農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請の審議について議案朗読説明 



 

 

 議案８号から１１号の農地区分は、１種農地でありますが、集落接続要件を満たすため、

１種農地の不許可の例外と判断され、問題はないと考えます。 

 議案１２号、１３号の農地区分は、都市計画区域内の用途区域内であり、第３種農地と

判断され、問題はないと考えます。 

 議案１４号の農地区分は、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象になっていない

小集団の生産性の低い農地であり、第２種農地と判断され、問題ないと考えます。 

 議案１５号の農地区分は、１種農地でありますが、農業振興地域整備計画の農用地利用

計画において指定された用途に供するため、問題はないと考えます。 

 

議   長 

 議案８号から１１号について、関連がありますので続けて説明をお願いします。 

 説明を議席番号３５番後藤 義昭委員よりお願いします。 

 

３５番後藤 義昭委員 

 議案８号の渡人の小川さんは、親が生きてた間は耕作していたんですが、親が亡くなっ

てから自分が耕作しようとしたようですが、今度は奥さんが病気になり、手が回らなくな

ったということで、ほかの人に作ってもらってたんですが、建売分譲住宅の話がきて、そ

れでＯＫを出したようです。小川さんは近辺にたくさん農地を持っておりまして、１，２

枚は耕作しなくても影響はないらしいです。 

 議案９号の渡人の二宮カヨさんは、自分では約１０年ほど耕作しておらず、ほかの人に

作ってもらってたんですが、隣の田んぼが建売分譲住宅になるということで、それなら一

緒に売ってしまおうかということになったようです。 

 議案１０号の二宮久義さんも、親父さんが２０年くらい前に亡くなったんですが、ずー

と貸しており、本人は耕作する意向は全くありません。今回のこの話に乗ったようです。 

 議案１１号の二宮さんは１０号の久義さんと兄弟です。久義さんが農地を売るというこ

とで、県外に住んでいるということもあり、隆正さんもそれに乗ったようです。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により許可相当と認めます。 

 

 議案１２号、１３号について、関連がありますので続けて説明をお願いします。 

 説明を議席番号３２番山月 憲昭委員よりお願いします。 

 

３２番山月 憲昭委員 

 地図は１６ページを見ていただくとわかりやすいかと思います。柳井工業さんが持っ

ています奥の太陽光パネル用地の北側からの進入路用地であります。隣地の同意、排水

等問題が見当たりませんので、転用しても問題はないと思います。 

 

議   長 



 

 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により許可相当と認めます。 

 

 議案１４号について、議席番号１２番田中 眞理子委員より説明をお願いします。 

 

１２番田中 眞理子委員 

 地図は２０，２１ページです。ここは既に１４５１－２は宅地として使用されていま

したが、今度ここを購入された渕さんが１４５１にまたがって家を建てたいと言うこと

で、そこは転用されてませんでしたので今回の申請になりました。一部進入路としてコ

ンクリートが張ってあるんですが、その分は始末書も出ておりますので、ご判断をお願

いしたいと思います。隣地との境もちゃんとしているということで、問題はないと思い

ます。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により許可相当と認めます。 

 

 議案１５号について、議席番号３１番大塚 弘士委員より説明をお願いします。 

 

３１番大塚 弘士委員 

 まず、申請理由ですが、５０頭規模の畜舎を建てたいということです。図面では平坦

ですけども現地は段があります。字図で１８７５－５までは国の事業で３名の方の畜舎

が建っています。大塚洋二さんは３０台半ばの息子さんと一緒に事業をするということ

で、我々の後継者であり、農業関係も大型機械等も所有しておりますが、現地に行って

みたんですが、左の方が山にかかっておりまして、湿田であり、面積は２～３反近くあ

りますが、大型機械でもなかなか作業がスムーズにいかないということで畜舎に利用す

るということになりました。農地の有効利用にもなろうかと思います。 

 

〇日程６「非農地証明の発行について」        （議案１６号～１９号 ４件） 

議   長 

 日程６、非農地証明の発行について、４件あります。事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 日程６、非農地証明の発行について議案朗読説明 

 議案１６号から１９号は、農地法第２条第１項の対象とならない土地と判断され、問題

はないと考えます。 

 



 

 

議   長 

 議案１６号について、議席番号３２番山月 憲昭委員より説明をお願いします。 

 

３２番山月 憲昭委員 

 場所と写真については２７，２８ページで、ここは過去に転用（許可）済みということ

でありましたんで、支障はない、非農地であると考えます。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 採決をいたします。現地の状況から判断して、申請地は農地に該当しないということで、

非農地証明を発行してよいと思われる方は挙手をお願いします。 

 結果、挙手多数により非農地証明発行を決定いたします。 

 

 議案１７号について、議席番号２９番佐藤 圭介委員より説明をお願いします。 

 

２９番佐藤 圭介委員 

 図面は３１ページを見て下さい。写真がありますが、写真は真っ直ぐ市道をつくってい

る写真です。この場所は上の写真で鉄板がしいてあるところです。この左側に交流センタ

ーをつくろうとしておりますが、既に市の所有となっていますが、非農地の証明が必要と

いうことです。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 採決をいたします。現地の状況から判断して、申請地は農地に該当しないということで、

非農地証明を発行してよいと思われる方は挙手をお願いします。 

 結果、挙手多数により非農地証明発行を決定いたします。 

 

 議案１８号について、議席番号２９番佐藤 圭介委員より説明をお願いします。 

 

２９番佐藤 圭介委員 

 図面は３３，３４ページをご覧下さい。この用地は今年６月の総会で５条申請、所有権

移転をしまして分譲住宅用地としてここで了解を得た場所（の隣接地）であります。新た

に非農地の証明がいるということでの申請であります。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 採決をいたします。現地の状況から判断して、申請地は農地に該当しないということで、



 

 

非農地証明を発行してよいと思われる方は挙手をお願いします。 

 結果、挙手多数により非農地証明発行を決定いたします。 

 

 議案１９号について、議席番号１４番田中 俊行委員より説明をお願いします。 

 

１４番田中 俊行委員 

 地図は３５ページ、写真は３７ページになります。申請地は道路からかなり入ったとこ

ろで、周辺には農地がありますけど、車の通る道路以外は道がわかりにくく、写真と同じ

ような状況です。復元は相当難しいと思われます。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 採決をいたします。現地の状況から判断して、申請地は農地に該当しないということで、

非農地証明を発行してよいと思われる方は挙手をお願いします。 

 結果、挙手多数により非農地証明発行を決定いたします。 

 

〇日程７「農地保有合理化事業による権利の移動について」   （議案２０号 １件） 

議   長 

 日程７、農地保有合理化事業による権利の移動について、１件あります。事務局より

説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 日程７、農地保有合理化事業による権利の移動について議案朗読説明 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 承認される委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により承認します。 

 

 以上で会議規則第７条による議案審議は終了しました。ご協力ありがとうございました。 


